
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

一

○
福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
を

定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

訓

令

○
標
準
的
な
職
及
び
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令

三

○
職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

三

○
職
員
の
給
料
の
決
定
の
基
準
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

三

規

則

福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福

島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
三
十
九
号

福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
福
島
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
福
島
市
の
部
９
の
項
中
「大

笹
生
小
学
校

」
を
「大

笹
生
学
園

」
に
改
め
、
同
部

の
項

15

中
「大

波
小
学
校

」
を
「旧

大
波
小
学
校

」
に
改
め
、
同
部

の
項
中
「大

平
寺

」
を
「太

平
寺

」
に

24

改
め
、
同
表
会
津
若
松
市
の
部
２
の
項
中
「及

び

」
を
「

幕
内
南
町
の
区
域
の
う
ち
５
の
地
域
に
含

、
ま
れ
る
区
域
及
び
695番

か
ら
699番

ま
で
の
区
域
以
外
の
区
域
並
び
に

」
に
改
め
、
同
部
５
の
項
中
「及

び
対
馬
館
町

」
を
「

対
馬
館
町

飯
寺
北
一
丁
目

幕
内
南
町
中
670番

か
ら
694番

ま
で
及
び
住
吉

、
、

、
町
中
668番

か
ら
674番

ま
で

」
に
改
め
、
同
表
郡
山
市
の
部

の
項
中
「あ

ぶ
く
ま
養
護
学
校

」
を
「あ

32

ぶ
く
ま
支
援
学
校

」
に
改
め
、
同
表
い
わ
き
市
の
部
２
の
項
中
「平

養
護
学
校

」
を
「平

支
援
学
校

」

に
改
め
、
同
部
５
の
項
中
「い

わ
き
養
護
学
校

」
を
「い

わ
き
支
援
学
校

」
に
改
め
、
同
部
９
の
項
中

「聾
学
校
平
分
校

」
を
「聴

覚
支
援
学
校
平
校

」
に
改
め
、
同
表
相
馬
市
の
部
９
の
項
中
「玉

野
小
学

校

」
を
「旧

玉
野
小
学
校

」
に
改
め
、
同
表
田
村
市
の
部
７
の
項
中
「古

道
小
学
校

」
を
「旧

古
道
小

学
校

」
に
改
め
、
同
部
９
の
項
中
「岩

井
沢
小
学
校

」
を
「旧

岩
井
沢
小
学
校

」
に
改
め
、
同
表
伊
達

市
の
部
４
の
項
中
「五

十
沢
小
学
校

」
を
「旧

五
十
沢
小
学
校

」
に
改
め
、
同
部
５
の
項
中
「富

野
小

学
校

」
を
「旧

富
野
小
学
校

」
に
改
め
、
同
部
６
の
項
中
「山

舟
生
小
学
校

」
を
「旧

山
舟
生
小
学
校

」

に
改
め
、
同
部
７
の
項
中
「白

根
小
学
校

」
を
「旧

白
根
小
学
校

」
に
改
め
、
同
表
伊
達
市
国
見
町
の

部
１
の
項
中
「大

枝
小
学
校

」
を
「旧

大
枝
小
学
校

」
に
改
め
、
同
表
猪
苗
代
町
の
部
９
の
項
中
「猪

苗
代
養
護
学
校

」
を
「猪

苗
代
支
援
学
校

」
に
改
め
、
同
表
三
春
町
の
部
４
の
項
中
「及

び
大
字
春
沢

」

を
「

大
字
春
沢
及
び
深
作

」
に
改
め
る
。

、

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
福
島
市
の
部
９
の

項
及
び

の
項
、
会
津
若
松
市
の
部
並
び
に
三
春
町
の
部
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
人

事

課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
号

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
福
島
県
規
則
第
八
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
同
日
前
」
の
下
に
「
に
お
い
て
知
事
が
別
に
定
め
る
日
以
前
」
を
加
え
、
同
項

に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
日
の
翌
日
か
ら
昇
給
を
行
う
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
当
該
技
能
労
務
職

員
が
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

九
条
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
処
分
を
受
け
た
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
知
事
が
別
に
定

め
る
事
由
に
該
当
し
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
事
由
を
併
せ
て
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
第
四
項
中
「
同
項
」
を
「
前
項
前
段
」
に
、
「
勤
務
し
た
」
を
「
勤
務
し
、
か
つ
、
同
項
後

段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
同
項
に
規
定
す
る
期
間
の
全
部
を
良
好

な
成
績
で
勤
務
し
た
技
能
労
務
職
員
で
あ
つ
て
知
事
が
定
め
る
も
の
」
を
「
同
項
前
段
に
規
定
す
る
期

間
に
お
け
る
そ
の
者
の
勤
務
成
績
が
特
に
良
好
で
あ
り
、
か
つ
、
同
項
後
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な

い
場
合
」
に
改
め
、
「
号
給
数
は
、
」
の
下
に
「
勤
務
成
績
に
応
じ
て
」
を
加
え
る
。

第
六
条
の
二
第
一
項
中
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
」
を
「
法
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
地
方
公
務
員
法
」
を
「
法
」
に
改
め
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
後
一
年
間
に
お
い
て
行
わ
れ
る
改
正
後
の
技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤

務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
に
係
る
必
要
な
経
過
措
置
に
つ
い
て

は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

（
人

事

課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
一
号

福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
福
島
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
を
第
一
条
の
二
の
二
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
一
条
の
二

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
児
童
福
祉
司
の
数
は
、
各
児
童
相
談
所
に

つ
き
各
年
度
に
お
い
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
数
と
第
二
号
に
掲
げ
る
数
と
を
合
計
し
た
数
以
上
の
数

と
す
る
。

一

当
該
児
童
相
談
所
の
管
轄
区
域
に
お
け
る
人
口
（
公
表
さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ

る
も
の
と
す
る
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
四
万
で
除
し
て
得
た
数
（
そ
の
数
に
一
に
満
た

な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
に
切
り
上
げ
る
。
）

二

ア
に
掲
げ
る
件
数
か
ら
イ
に
掲
げ
る
件
数
を
控
除
し
て
得
た
件
数
（
そ
の
件
数
が
零
を
下
回
る

と
き
は
、
零
と
す
る
。
）
を
四
十
で
除
し
て
得
た
数
（
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
一
に
切
り
上
げ
る
。
）

ア

当
該
年
度
の
前
々
年
度
に
お
い
て
当
該
児
童
相
談
所
が
児
童
虐
待
（
児
童
虐
待
の
防
止
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
児
童
虐
待
を
い
う
。
）

に
係
る
相
談
に
応
じ
た
件
数

イ

規
則
第
五
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
件
数
に
当
該
児
童
相
談
所
の
管
轄
区
域
に
お
け
る
人
口

を
乗
じ
て
得
た
件
数

２

法
第
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
同
条
第
五
項
の
指
導
及
び
教
育
を
行
う
児
童
福
祉
司

の
数
は
、
各
児
童
相
談
所
に
つ
き
、
児
童
福
祉
司
の
数
を
六
で
除
し
て
得
た
数
（
そ
の
数
に
一
に
満

た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
以
上
の
数
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
又
は
県
以
外
の
」
を
「
又
は
市
町
村
、
県
以
外
の
」
に
、
「
一
般
相
談
支
援
事

業
又
は
」
を
「
一
般
相
談
支
援
事
業
若
し
く
は
」
に
、
「
受
け
る
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
受

け
る
市
町
村
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
県
以
外
の
者
」
を
「
市
町
村
、
県
以
外
の
者
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
又
は
同
条
第
二
項
」
を
「
、
同
条
第
二
項
又
は
法
第
三
十
一
条
第
四
項
」
に
、
「
情

緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
」
を
「
児
童
心
理
治
療
施
設
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
五
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
、
第
二
項
又
は
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
」
に
、
「
加
え

又
は
加
え
さ
せ
た
と
き
」
を
「
行
い
又
は
行
わ
せ
た
と
き
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十

一
条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
十
五
条
の
五
の
改
正
規
定
（
「
加
え
又
は
加
え
さ
せ
た
と
き
」
を
「
行

い
又
は
行
わ
せ
た
と
き
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

平
成
二
十
九
年
度
及
び
平
成
三
十
年
度
に
お
け
る
改
正
後
の
福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
第
一

条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
四
万
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
万
」

と
す
る
。

（
児
童
家
庭
課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
二
号

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
福
島
県
規
則
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
一
の
表
福
島
県
営
蓬
莱
団
地
の
項
中
「
二
号
室
か
ら
十
二
号
室
ま
で
」
を
「
三
号
室
か

ら
六
号
室
ま
で
、
八
号
室
か
ら
十
一
号
室
ま
で
」
に
、
「
及
び
十
七
号
室
か
ら
」
を
「
、
十
七
号
室
か

ら
二
十
五
号
室
ま
で
、
二
十
七
号
室
か
ら
三
十
二
号
室
ま
で
、
三
十
四
号
室
、
三
十
五
号
室
及
び
三
十

七
号
室
か
ら
」
に
改
め
、
「
十
六
号
棟
」
の
下
に
「
の
一
号
室
、
二
号
室
、
四
号
室
、
六
号
室
か
ら
十

一
号
室
ま
で
、
十
四
号
室
、
十
五
号
室
、
十
七
号
室
か
ら
十
九
号
室
ま
で
及
び
二
十
七
号
室
か
ら
三
十

号
室
ま
で
、
十
七
号
棟
」
を
、
「
十
四
号
棟
の
一
号
室
」
の
下
に
「
、
二
号
室
、
七
号
室
、
十
二
号
室
」

を
加
え
、
「
及
び
十
六
号
室
」
を
「
、
十
六
号
室
、
二
十
六
号
室
、
三
十
三
号
室
及
び
三
十
六
号
室
」

に
改
め
、
「
十
五
号
棟
」
の
下
に
「
、
十
六
号
棟
の
三
号
室
、
五
号
室
、
十
二
号
室
、
十
三
号
室
、
十

六
号
室
及
び
二
十
号
室
か
ら
二
十
六
号
室
ま
で
」
を
加
え
、
同
表
福
島
県
営
関
川
窪
団
地
の
項
中
「
六

号
室
、
十
号
室
」
を
「
十
四
号
室
」
に
、
「
十
八
号
室
、
二
十
号
室
か
ら
二
十
二
号
室
ま
で
」
を
「
二

十
一
号
室
、
二
十
二
号
室
」
に
改
め
、
「
、
三
十
三
号
室
」
を
削
り
、
「
二
十
号
棟
の
一
号
室
」
を
「
二

十
号
棟
の
二
号
室
、
四
号
室
」
に
、
「
か
ら
二
十
号
室
ま
で
、
二
十
四
号
室
、
二
十
九
号
室
及
び
三
十

号
室
」
を
「
、
十
四
号
室
か
ら
十
六
号
室
ま
で
、
十
八
号
室
、
十
九
号
室
及
び
二
十
九
号
室
」
に
、
「
七

号
室
か
ら
九
号
室
」
を
「
六
号
室
か
ら
十
三
号
室
」
に
、
「
、
十
九
号
室
」
を
「
か
ら
二
十
号
室
ま
で
」

に
改
め
、
「
三
十
二
号
室
」
の
下
に
「
、
三
十
三
号
室
」
を
加
え
、
「
十
一
号
室
、
二
十
一
号
室
か
ら

二
十
三
号
室
ま
で
及
び
二
十
五
号
室
か
ら
二
十
八
号
室
ま
で
」
を
「
一
号
室
、
三
号
室
、
十
一
号
室
、

十
三
号
室
、
十
七
号
室
、
二
十
号
室
か
ら
二
十
八
号
室
ま
で
及
び
三
十
号
室
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県

営
居
合
団
地
の
項
中
「
一
号
室
、
三
号
室
か
ら
六
号
室
ま
で
」
を
「
四
号
室
、
六
号
室
」
に
、
「
十
三

号
室
、
十
五
号
室
」
を
「
十
三
号
室
」
に
、
「
二
十
一
号
室
、
二
十
四
号
室
か
ら
二
十
七
号
室
ま
で
」

を
「
二
十
六
号
室
、
二
十
七
号
室
」
に
、
「
一
号
室
か
ら
二
十
号
室
ま
で
」
を
「
一
号
室
か
ら
十
号
室

ま
で
」
に
、
「
二
十
七
号
室
、
二
十
八
号
室
及
び
三
十
号
室
か
ら
四
十
号
室
ま
で
」
を
「
三
十
一
号
室
、

三
十
三
号
室
、
三
十
四
号
室
及
び
三
十
八
号
室
」
に
、
「
四
号
棟
の
二
号
室
」
を
「
四
号
棟
の
一
号
室

か
ら
三
号
室
ま
で
、
五
号
室
」
に
、
「
十
四
号
室
、
十
六
号
室
、
十
九
号
室
、
二
十
二
号
室
、
二
十
三

号
室
」
を
「
十
四
号
室
か
ら
十
六
号
室
ま
で
、
十
九
号
室
、
二
十
一
号
室
か
ら
二
十
五
号
室
ま
で
」
に
、
───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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「
五
号
棟
の
二
十
一
号
室
、
二
十
二
号
室
」
を
「
五
号
棟
の
十
一
号
室
か
ら
二
十
二
号
室
ま
で
」
に
、

「
二
十
六
号
室
及
び
二
十
九
号
室
」
を
「
二
十
六
号
室
か
ら
三
十
号
室
ま
で
、
三
十
二
号
室
、
三
十
五

号
室
か
ら
三
十
七
号
室
ま
で
、
三
十
九
号
室
及
び
四
十
号
室
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
福
島
県
営
荒
井
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
二
九
八
」
を
「
〇
・
九
二
五
九
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
建
築
住
宅
課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
三
号

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
を
定
め
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
を
定
め
る
規
則
（
昭
和

四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
二
号
ア
中
「
局
次
長
」
の
下
に
「
、
局
参
事
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
営
・
販
売
課
）

訓

令

福
島
県
訓
令
第
十
一
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

標
準
的
な
職
及
び
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

標
準
的
な
職
及
び
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

標
準
的
な
職
及
び
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
福
島
県
訓
令
第
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
風
評
・
風
化
対
策
監
」
を
「
風
評
・
風
化
対
策
監

国
際
研
究
産
業
都
市
推
進
監
」

に
、
「
児
童
相
談
所
長
」
を
「
児
童
相
談
所
長

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
支
所
長
」
に
、
「
精
神
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー
所
長

環
境
医
学
研
究
所
長
」
を
「
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長
」
に
、
「
食
肉
衛
生

検
査
所
長
」
を
「
食
肉
衛
生
検
査
所
長

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
所
長

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
支
所
長
」

に
、
「
児
童
相
談
所
相
談
室
長
」
を
「
児
童
相
談
所
相
談
室
長

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
支
所
次
長
」
に
、

「
総
合
衛
生
学
院
事
務
長

環
境
医
学
研
究
所
副
所
長
」
を
「
総
合
衛
生
学
院
事
務
長
」
に
、
「
ハ
イ

テ
ク
プ
ラ
ザ
部
長
」
を
「
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
研
究
部
副
部
長

ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
部
長
」
に
、
「
食

肉
衛
生
検
査
所
次
長
」
を
「
食
肉
衛
生
検
査
所
次
長

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
次
長

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

支
所
次
長
」
に
、
「
福
島
学
園
課
長
」
を
「
福
島
学
園
課
長

総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
生
活
指
導
部
長
」

に
、
「
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
農
業
短
期
大
学
校
部
長

農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
農
業
短
期
大
学
校
科
長
」

を
「
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
農
業
短
期
大
学
校
部
長
」
に
、
「
あ
づ
ま
船
長
」
を
「
あ
づ
ま
船
長

あ
づ

ま
機
関
長
」
に
、
「
大
笹
生
学
園
課
長

総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
生
活
指
導
部
長
」
を
「
大
笹
生
学
園
課

長
」
に
、
「
い
わ
き
丸
機
関
副
長

あ
づ
ま
機
関
長
」
を
「
い
わ
き
丸
機
関
副
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

福
島
県
訓
令
第
十
二
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
風
評
・
風
化
対
策
監

別
表
中
「
風
評
・
風
化
対
策
監
」
を

に
、
「
食
肉
衛
生
検
査
所
長
」

国
際
研
究
産
業
都
市
推
進
監
」

「
食
肉
衛
生
検
査
所
長

「
衛
生
研
究
所
支
所
長

を

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
所
長

に
、

を
「
衛
生
研
究
所
支
所
長
」
に
、

環
境
医
学
研
究
所
長
」

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
支
所
長
」「

ふ
た
ば
復
興
事
務
所
次
長

「
ふ
た
ば
復
興
事
務
所
次
長
」
を

に
、
「
食
肉
衛
生
検
査
所
次
長
」

環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
副
部
長
」

「
食
肉
衛
生
検
査
所
次
長

「
衛
生
研
究
所
副
所
長
（
医
療
職
給
料
表
（
二
）
の
適
用

を

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
次
長

に
、

環
境
医
学
研
究
所
副
所
長

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
支
所
次
長
」

を
受
け
る
者
に
限
る
。
）

を
「
衛
生
研
究
所
副
所
長
（
医
療
職
給
料
表
（
二
）
の
適
用
を
受
け
る
者

」

に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人

事

課
）

福
島
県
訓
令
第
十
三
号
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本

庁

機

関

出

先

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
給
料
の
決
定
の
基
準
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
こ
こ
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
員
の
給
料
の
決
定
の
基
準
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
給
料
の
決
定
の
基
準
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
及
び
第
五
条
中
「
給
与
規
則
」
を
「
初
任
給
規
則
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
給
与
規
則
」
を
「
初
任
給
規
則
」
に
、
「
第
三
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
八
条
第

八
項
」
に
、
「
号
給
」
を
「
当
該
号
給
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人

事

課
）


